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　五條市役所（本庁）　�22-4001（代）　　　西吉野支所　�33-0301（代）　　　大塔支所　�36-0311（代）　　　 本 西 大 

　世界平和と核兵器廃絶を祈願　－市内１３か寺から「平和の鐘」－  
 
　一瞬にして多くの生命を奪い、傷つけ、二つの都市を破壊した昭和２０年８月６日、９日の広島、長崎への人類最
初の原爆投下から６１年が過ぎ、戦争の悲惨さを知らない世代が多くなっています。 
　世界で唯一の被爆国として、私たちは、「核兵器の廃絶」と「戦争放棄」を声を大にして叫び、世界平和の先導
者として活動しなければなりません。 
　広島、長崎の悲劇以来、今日まで核兵器は使用されていませんが、今後も使用されないとは限りません。特に、
核兵器を新たに開発しようとしている国や、核の脅威を利用して自国の利益を守ろうとしている国など、世界中に
はいまだに核の脅威が存在しています。 
　五條市では、昭和６１年９月に核兵器廃絶平和都市を宣言し、「核兵器廃絶、平和宣言都市」の啓発塔を市役所前、
中央公民館前、上野町の３か所に設置するとともに、「平和の鐘」をついて恒久平和を祈願しています。 
　今年も、広島に原爆が投下された８月６日（日）午前８時１５分、長崎に原爆が投下された８月９日（水）午前１１
時２分、そして五條が空襲を受けた８月８日（火）の午前８時３０分から１分間、原爆死没者のめい福と世界恒久平
和を祈願して「平和の鐘」が市内の１３か寺から鳴り響きます。 
　市民のみなさん、この趣旨をご理解のうえ、当日は１分間の黙とうをお願いします。  
■問合先　庶務課　　（内線２０６） 

　犯罪や非行のない明るい町を築くため、犯罪や非行にいたった人々の社会復帰を支援し、一人で悩む人や、
家族を援助するための電話相談を行っています。 
　どんなささいな事でも結構です。一人で悩まないで、一度あなたもお電話ください。 
 

○重点目標　「地域活動の推進による少年の非行防止と更生の援助」 
　標　　語　「ふれあいと　対話が築く　明るい社会」 
　“社会を明るくする運動”はすべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。 
　期間中は、広報車による市内巡回啓発、街頭啓発、「愛の善意」募金運動等の活動を行っています。 
○実施団体　“社会を明るくする運動”五條市実施委員会 
■問合先　社会福祉課福祉係　　（内線２９９） 

更生保護「ひまわりテレフォン相談」 
保護司による電話相談 

２０歳未満の少年について不良行為となるもの 

１９歳未満の少年について不良行為となるもの 

１８歳未満の少年について不良行為となるもの 

「不良行為（２６項目）」

 「振り込め詐欺」にご用心！ 第５６回　社会を明るくする運動 
 強調月間　７月１日～７月３１日 強調月間　７月１日～７月３１日 

昔遊びをしながら児童との交流 
　五條地区更生保護女性会は、「社会を明るくする運動」月間にあわせてシン

ボルフラワーであるひまわりの種、アートフラワーで作ったひまわり、手作り

のお手玉を持参して市内の保育所、幼稚園１４か所を訪問しました。児童ととも

に語り合い、お手玉遊びをしながらふれあい交流を深め、子供の健やかな成長

を見守り、楽しいひとときを過ごしました。市役所１階ロビーには「ひまわり

の花のように明るい社会になってほしい」との願を指先に込めて製作したアー

トフラワーを展示しています。 

　このように、更生保護女性会とは明るい社会づくりのために行動するボラン

ティア団体です。ぜひ御一緒に活動してみませんか。詳しい内容については次

まで問い合わせてください。 

■問合先　社会福祉課福祉係　　（内線２０９、２９９） 

「オレオレ詐欺」未遂事件五條市内で連続発生 
　最近、五條市内で、教育委員会を装って「ご主人（先生）が生徒を殴ってけがをさせた、今ならお金を支払えば許してもらえる」
などと言って現金を振り込ませようとしたいわゆる「振り込め詐欺事件」が連続して発生しました。 
　いずれも、家族の機転で幸いにも現金は振り込まれず被害を防ぐ事ができました。 

１　これらの事例以外にも、オレオレ詐欺は様々な口実を設け、現金の振り込みを要求してきます。 
　最近の手口は、警察官、弁護士、保険会社社員を装い、「ご主人が交通事故を起こした」「ご主人が痴漢で逮捕された」など、
示談名目で現金を振り込ませるケースが増えています。 

２　被害に遭わないための対応方法 
　　①　自分から先に家族の名前を呼ばず、相手から先に名乗らせる。 
　　　※　最近は名前・家族構成・職業を調べて電話をかけるケースが増えていますので、特に注意してください。 
　　②　相手に家族の氏名・住所などを聞き、本人かどうかを確かめる。 
　　③　電話を切ったあと、本人・家族・関係者と連絡を取り、事実を確認する。 
　　④　事実が確認できないときは、絶対に振り込まない。 
　　　※　警察官が示談を勧めることは絶対ありません。相手の警察署を聞き、自分で電話帳を調べてかけ直し、事実を確認しましょう。 
  
「架空請求詐欺」の手口と対策 
　～被害者の約６割が男性で、特に若年層への有料サイト利用料金請求が最多～ 

１　最近の架空請求詐欺の手口 
　請求書に振込先の銀行口座を明記せず、指定の携帯電話番号に連絡させて振込口座を指定するケースや、迷惑メールに記載さ
れたＵＲＬをクリックしただけで高額な利用料金を請求するケースなどが増えています。 

２　被害に遭わないための対処方法 
　　①　身に覚えのない請求メールは無視し、請求の電話に対しても断固拒否する。 
　　②　不審なメールに記載されているＵＲＬにはアクセスしない。 
　　③　相手に直接連絡しない。自分の住所・氏名を教えない。 
　　　※　念のため請求書や請求メールは保存しておきましょう。 
  
 ■問合先　市民相談室     （内線３６３） 
 
 
 
 
  
 「奈良県少年補導に関する条例」は、 少年の非行防止と保護を通じて、少年の健全な育成を図ることを目的とした、奈良県独自
のきまりです。この条例では、少年にとって「非行の入り口」となるような行為を『不良行為』として定めています。 
  
　「非行の入り口」となるような『不良行為』とは、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある行為（刑罰法令に触れるも
のを除く） をいい、この条例では次の２６項目を定めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
少年のみなさんへ 
  自分自身が犯罪に巻き込まれないためにも､決められたルールを守りましょう。また、喫煙､飲酒などの「不良行為」に誘われて
も、きっぱり断る勇気を持ちましょう。 

「奈良県少年補導に関する条例」がスタートしました！ 
 ～平成１８年７月１日施行～ 
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本 

本 
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